
 

 

 

 

 

 

生後３か月までのお子さん（第１子）がいるお母さんを対象に、栄養バランスの

とれた昼食を無料で配達いたします。 

 

★対象となる方 

第１子を出産したお母さん 

※食物アレルギーをお持ちの方のご利用できません。 

※なお、食物アレルギーをお持ちの方が本サービスを利用し、アレルギー症状等が出

た場合でも、町では責任を一切負いませんのでご了承ください。 

 

★配達期間 

お子さんが生後３か月になるまでの期間 

★配達日 

毎週水・金曜日 

※祝日、年末年始は配達いたしません。 

 

  

新米ママのランチサポート 



 

 

 

 

ご利用に際しては次のとおり、ご協力をお願いします。 

 

 
 

◆ 初回の配食をキャンセルする場合は、配達日前日の 17 時までに 

子育て健康課☎0465－83－8012へご連絡をお願いします。 

◆ ２回目以降のキャンセルする場合、配達日前日の 17 時までに担当の配

達員へご連絡をお願いします。 

※初回の配達日で担当の配達員から名刺が渡されます。 

※土日祝日、年末年始は対応できません。 

◆ 10 時 30 分～12 時に配達をしますので、ご在宅をお願いします。 

※対面での受取と受領時のサインまたは捺印にご協力をお願いします。 

◆ 配達日前日 17時以降のキャンセルや配達時に不在の場合、配食料

(700 円)を請求します。 

◆ 食中毒予防のため、昼時にお召し上がりください。 

◆ ご利用を途中で終了する場合には、子育て健康課へご連絡ください。 

 

大井町子育て健康課 ☏0465－83－8012  

ご利用にあたっての注意事項 


